
台湾の養豚場でアフリカ豚熱が発生 
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東アジアにおいてはこれまで日本と台湾のみ本病の発生がありま

せんでしたが、台湾の養豚場でアフリカ豚熱が発生しました。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

置 賜 家 畜 保 健 衛 生 所 

置賜家畜衛生指導協会 
〒999-2232 南陽市三間通 444 

TEL/FAX 0238-43-3217/5249 

確 認 日：令和７年１０月２１日 
農  場：台湾（一貫経営農場 約３００頭飼養） 

対  応：台湾では緊急防疫措置として、豚の移動・と畜の禁止、 
発生農場の疑い時点での飼養豚の予防的殺処分と消毒  
等を実施。発生農場で食品残さを給与していたことを受

け台湾全土で豚への食品残さの使用を全面禁止。 

 我が国では台湾からの全ての到着便に対し家畜防疫官を配置し、口頭質問を積

極的に行い、集客数の多い到着便等については動植物検疫探知犬の出動回数を

増やす等により、水際検疫を強化しています。 

 

人、物、車両や野生動物対策 
飼養衛生管理基準に基づき、人、物、車両等の衛生対策及び野生動物等の

侵入防止対策について再点検をお願いします 

 

ウイルスの持ち込み防止対策 
・畜産関係者の本病発生地域への不要不急の渡航の自粛 
・外国人従業員等に対する海外からの肉製品等の持込み禁止（荷物の配送に 

よるものを含む） 
・飼養管理に関係のない者の農場や畜産関係施設への立入り等の防止 

 

早期発見・早期通報 
飼養豚の健康観察を毎日入念に行い、特徴的な臨床症状を確認した場合

には、家畜保健衛生所に速やかに連絡してください 
 

《発生予防対策の徹底をお願いします！》 



 
 

 

 
 

 

家畜に異状を認めた際は、 
 

 

葉 

         

１例目：台中市 

２００５年以降 WOAH 等に発生・感染確認通報のあった国/地域 
 

０２３８－４３－３２１７ または ０８０－１８４０－０７０５ 

上記の電話番号で土日祝日も対応しています！ 


